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                                      平成２６年６月４日 

  ＫＥＭＰＯＳご担当 殿                                                                  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

平成２６年５月バージョンアップのご案内 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、ＫＥＭＰＯＳに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますので、ご案内申し上げます。 

 

                                               敬具 

 

（１）バージョンアップ内容（今回のリリースは Ver506fhとなります） 

 

（特許管理／パソコン出願取込） 

 

１．平成２６年４月より審査請求料及び１０年度までの特許料について、  ------------------- 2 

従来の全額・半額にプラスして２／３免除（負担は１／３）が導入 

されましたので、対応しました。 

 

２．以下の編集コードを追加しました。                                ------------------- 4 

  ・{AF9：次回年金金額（12345->12,345）。AF3から\を除いたもの。 

 

 

（外国出願関係） 

 

３．シンガポール特許法の改正に対応しました。                        ------------------- 5 

（２０１４年２月１４日以降出願分から適用） 

 

４．インドネシア特許の年金管理に対応しました。                      ------------------- 7 

 

５．タイ特許の年金管理に対応しました。                              ------------------- 9 
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１．平成２６年４月より審査請求料及び１０年度までの特許料について、従来の全額・半額にプラスして 

  ２／３免除（負担は１／３）が導入されましたので、対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・減免無しの場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の料金 

通常の特許出願：118,000円+請求項数 X4,000円 

特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願：71,000円+請求項数 X2,400円 

特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願：106,000円+請求項数 X3,600円 

 

上記の場合、通常の特許出願で減免なしなので、118,000+4,000X2=126,000円となります。 
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 ・１／３に減免の場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記の場合、通常の特許出願で減免 1/3なので、通常（118,000+4,000X2=126,000）の１／３で 42,000円 

となります。 

 

 ・特許料についても同様です。 
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２．以下の編集コードを追加しました。 

  ・{AF9：{AF3から\を除いたもの。 

   12345→12,345 
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３．シンガポール特許法の改正に対応しました（２０１４年２月１４日以降出願分から適用）。 

・以下の件が対象となります。 

①国際出願日に関係なく、2014 年2 月14 日以降シンガポールにおいて国内移行出願される全ての 

PCT出願 

②シンガポール国内において 2014 年2 月14 日以降出願されるすべてのシンガポール特許出願 

③親出願の出願日に関係なく、2014 年2 月14 日以降シンガポール国内において出願される全ての 

分割出願 

 

  ・自己査定制度から積極的審査制度への移行ということで、審査方式が大きく変わると思われます。 

従来の２トラック（Fast Track, Slow Track）の制度を廃止して、ANNEX AとANNEX Bの2ルートに 

なります。この２つは、期限の管理が異なります。 

 

・ANNEX AとANNEX Bの期限に関しては以下の通りです。 

①審査請求期限の変更 

A→審査請求期限が優先日から36か月 

B→審査請求期限が優先日から54か月 

②OA応答期限の変更 

A→1つ以上のOAが発行され、最初のOAから18か月以内に応答する必要がある 

B→OAは一回のみ。OAが発行され、応答期限は6か月。 

③存続期間や年金に関しては、変更はありません。 

 

 ・SG特許14A（ANNEX A）,SG特許14B(ANNEX B)の２つの出願種別を追加します。 
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４．インドネシア特許の年金管理に対応しました。 

 

インドネシア特許の年金は以下のとおりです。 

  

・登録後に納付する必要があり、特許付与後１年以内に出願日からの累積維持年金を納付する。 

・その後の年金は、特許付与の日に対応する日前に納付する。 

  

・年金起算日は出願年の登録月日。 

・料金は後払い。 

  

①出願種別 

 「年金納付期限：登録日」「年金起算区分：ID特許型」「設定納付年：1」「年金納付年：1」 

  

②使用する手続き 

 「出願：出願(審)」「登録査定：登録査定（設定納付期限の計算あり）」 

 「設定納付：設定納付(納付年数入力なし)」 

「登録：登録(年金3)：登録（納付年数入力・存続期限・次回年金期限の計算あり）」 

  

③具体例を示すと以下のとおりです。 

  ・出願日：2008/09/29 

  ・登録日：2013/03/15（納付年始=1、納付年終=4を入力。） 

  

  この場合、2008/09/29-2009/09/28を第１年度と数えます。登録日から１年後（2014/03/15)までに、 

出願からの累積年金として2008/09/29から2013/09/28までの分（５年分）を支払う必要があります。 

  年金の始まりは、KEMPOSでは「５年度分の年金の期限」となりますので、納付年は「4」とする必要があり 

ます。（便宜上４年度分まで納付済み）。 

  これでKEMPOSの計算ルール（年金起算日＋納付年度＝年金期限）と一致するようになります。 

  

  登録日の入力で年金起算日として「2010/03/15」を計算セットします。 

  現状では年金起算日は「2008/03/15」が自動セットされるので２年分少なくなり手動で補正が必要です。 

  セットされる年金起算日に２プラスすることで正しく自動計算されます。 

   そのようにして、納付年数「4」で年金期限は「2014/03/15」と計算されます。 
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 ・登録日の入力を行います。（出願日は「2008/09/29」で入力されています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・登録日「2013/03/15」を入力します。 

 ・納付年は出願からの累積年数を元に計算します。 

  出願日「2008/09/29」から「2013/09/29」の５年分ですが、これを登録から１年後(2014/03/15)までに、 

支払います。すなわち、後払いとなります。 

KEMPOSでは「年金期限＝年金起算日＋納付年」・「納付年＝次回納付年度－１」としていますので、「次回 

納付年度＝５年度分」の期限ということで、納付年には「４」がセットされます。 

 ・年金は「出願年の登録月日起算」ですが、年金起算日の計算は年金期限（2014/03/15）の４年前として 

  「2010/03/15」となります。 
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５．タイ特許の年金管理に対応しました。 

 

タイ特許の年金は以下のとおりです。 

 

○特許登録日が出願日から５年より前であった場合 

特許権存続期間（出願日を起算日）の第５年目の第1日から60日以内に５年目の年金を支払う。 

６年目以降の年金についても同様で、６年目の第1日から60日以内に支払う。 

 

○特許登録日が出願日から５年目を経過していた場合 

特許登録日が出願日から５年目を経過し、例えば７年目に至っていた場合、特許日から60日以内に５年度分 

及び６，７年目の年金を納付する。８年度分は、特許権存続期間の第８年目の第1日目から60日以内に納付し、 

以後の年も同様。 

 

○年金全額（最終20年度分）までの一括払いや、まとめて数年分の年金支払いも可能です。 

 

 ○ＫＥＭＰＯＳでの扱いは具体的に示すと以下の通りとなります。 

 ・年金起算区分の「TH特許型」を追加する。 

 ・出願時に「出願日＋６０日」を年金起算日にセットする。 

 ・出願日が「2008/10/10」とする。 

  第５年目とは出願日から４年後の次の日（2012/10/11）から１年間（2013/10/10）までを表す。 

  登録日が５年目より前とは４年後の（2013/10/10）より前を指す。 

 ・登録日が 2012/10/09であれば、第５年目の 2012/10/11から６０日以内に納める。 

 ・登録日が 2012/10/15であれば、５年目を経過しているので、登録日から６０日以内に５年度分を納める。 

 ・登録日が 2013/10/15であれば、６年目を経過しているので、登録日から６０日以内に５から６年度分を 

  納める。（2013/10/15 - 2008/10/10 =５年と５日。） 

   

 ○登録に関して、５年目を経過している場合のみ、６０日以内に初回年金の期限が発生するので、５年目経過 

  前か後かで機能が異なる。そのために手続きを追加します。 

  22070：タイ特許登録（出願から５年目まで：出願日から４年後より前） 

  22080：タイ特許登録（出願から５年目経過：出願日から４年後より後） 

  22090：タイ初回年金（初回年金） 
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 ・出願種別の設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・年金起算区分を「TH特許型」とします。 

 ・「登録(TH1)」「登録(TH2)」「初回年金(TH)」を追加しています。 
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 ・登録(TH1)の手続定義です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願から５年目（４年後）までに登録になった場合はこちらで入力します。 

 ・存続期限を計算します。 

・年金期限は計算しません。 
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 ・登録(TH2)の手続定義です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願から５年目（４年後）以降に登録になった場合はこちらで入力します。 

 ・存続期限を計算します。 

 ・年金期限は計算しません。 

 ・応答期限「初回年金」を設定します。 

 

 ・応答期間を設定します。（手続日から 60日で設定します） 
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 ・初回年金(TH)の手続定義です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・年金期限の設定を行います。 

 ・納付年の入力を行います。 

 ・応答期限をクリアします。 
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 ・出願の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年数は初期値「４」をセットします。 

 ・年金起算日として「出願日から６０日後」の日付を計算セットします。 

 

 ・出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年をセットします。 

 ・年金起算日をセットします。 

 ・年金期限をセットします。（出願日から４年後） 
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 ・登録（出願日から５年度目（４年後）より前）の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・経過入力のみです。 

 

 ・入力後の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「納付年」「年金期限」は変わりません。 

 ・存続期限が計算されています（出願日から２０年） 
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 ・登録（出願日から５年度目（４年後）より後）の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限として「初回年金」（登録日から６０日後）が計算されます。 

 

 ・入力後の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限として「初回年金」（登録日から６０日後）が計算されます。 
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 ・タイ５年経過後の初回年金の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願からの累積年数で納付年を計算します。 

 ・応答期限はクリアします。 

 

 ・入力後の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「納付年」「年金期限」が更新されています。 

 ・応答期限はクリアされています。 

 


